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８
月
か
ら
家
庭
的
保
育
事
業
が
始
ま
り
ま
し
た

保育

問 

福
祉
課　

保
育
所
係　

☎（
２
３
２
）４
９
１
３

家
庭
的
保
育
室
シ
ェ
・
ヌ
ヌ

少
人
数
で
丁
寧
な
関
わ
り

　

町
の
家
庭
的
保
育
室
第
一
号
と
な
っ
た

「
シ
ェ
・
ヌ
ヌ
」
は
、
三
里
木
区
に
あ
り

ま
す
。「
シ
ェ
・
ヌ
ヌ
」
は
フ
ラ
ン
ス
語

で
「
保
育
士
の
家
」
と
い
う
意
味
。
フ
ラ

ン
ス
で
の
滞
在
経
験
も
あ
る
同
室
の
家
庭

的
保
育
者（※

１
）が
、
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
に

よ
る
家
庭
で
の
保
育
が
一
般
的
な
同
国
の

保
育
事
情
に
影
響
を
受
け
、
名
付
け
た
も

の
で
す
。

　

建
物
は
２
階
建
て
の
一
軒
家
で
、
１
階

を
保
育
室
専
用
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
使
用
し

て
い
ま
す
。
す
ぐ
近
く
に
は
公
園
も
あ
り
、

児
童
が
外
遊
び
を
す
る
ス
ペ
ー
ス
も
確
保

し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
こ
の
保
育
室
を
利
用
す
る
児
童

は
１
・
２
歳
児
の
計
３
人
。
家
庭
的
保
育

補
助
者（※

２
）を
雇
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

５
人
ま
で
預
か
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

シ
ェ
・
ヌ
ヌ
の
利
用
者
か
ら
は
「
ア
ッ

ト
ホ
ー
ム
な
雰
囲
気
で
子
ど
も
に
合
っ
て

行
い
、
承
諾
が
得
ら
れ
れ
ば
利
用
者
と
同

保
育
者
で
委
託
契
約
を
結
び
ま
す
。

　

同
室
の
運
営
は
、
国
の
基
準
に
基
づ
き

町
が
定
め
た
基
準
な
ど
で
行
わ
れ
ま
す
。

同
室
の
運
営
に
問
題
が
あ
れ
ば
、
町
が
直

接
指
導
を
行
い
ま
す
。

　

同
室
の
利
用
対
象
年
齢
は
０
歳
〜
２
歳

で
す
。
在
籍
中
の
児
童
が
年
度
途
中
で
３

歳
に
な
っ
た
場
合
は
、
当
該
年
度
末
ま
で

は
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
３
歳
以

降
は
、
認
可
保
育
所
な
ど
に
転
園
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
転
園
し
や
す
い
よ
う

入
所
選
考
基
準
で
加
点
を
行
い
ま
す
。

認
可
保
育
所
が
サ
ポ
ー
ト

連
携
保
育
所
と
の
関
係

　　

同
室
に
は
必
ず
連
携
保
育
所
を
置
き
ま

い
る
」「
家
に
帰
っ
た
後
、
子
ど
も
が
落

ち
着
い
て
い
る
」
な
ど
の
声
が
聞
か
れ
、

好
評
で
す
。

　

同
保
育
者
は
「
乳
幼
児
期
の
児
童
は
大

人
か
ら
ゆ
っ
く
り
関
わ
っ
て
も
ら
う
こ
と

が
特
に
必
要
で
す
。
シ
ェ
・
ヌ
ヌ
は
家
庭

で
過
ご
す
よ
う
な
雰
囲
気
の
中
、
時
間
や

行
事
に
追
わ
れ
ず
、
個
々
に
合
わ
せ
た
少

人
数
な
ら
で
は
の
丁
寧
な
関
わ
り
を
目
指

し
ま
す
」
と
話
し
て
い
ま
す
。

認
可
外
保
育
施
設
と
の
違
い

町
が
設
置
・
運
営
を
サ
ポ
ー
ト

　

同
室
は
認
可
外
保
育
施
設
に
分
類
さ
れ

ま
す
が
、
町
が
設
置
・
運
営
に
全
面
的
に

関
わ
る
と
い
う
点
が
異
な
り
ま
す
。
事
業

を
開
始
す
る
時
は
、
菊
陽
町
の
家
庭
的
保

育
事
業
体
制（
下
図
）の
と
お
り
同
保
育
者

と
町
が
委
託
契
約
を
結
び
ま
す
。

　

認
可
保
育
所
へ
の
入
所
申
し
込
み
で
同

室
へ
の
申
し
込
み
に
代
え
る
た
め
、
利
用

者
は
直
接
申
し
込
み
を
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
町
が
同
室
の
利
用
あ
っ
せ
ん
を

す
。
連
携
保
育
所
に
は
同
室
担
当
の
保
育

士
が
い
ま
す
。
こ
の
保
育
士
が
、
同
保
育

者
と
の
相
談
や
児
童
と
の
関
係
づ
く
り
を

行
う
た
め
、
週
に
１
回
程
度
、
同
室
を
訪

問
し
ま
す
。
同
保
育
者
が
病
気
な
ど
で
児

童
を
預
か
る
こ
と
が
で
き
な
い
時
は
、
連

携
保
育
所
な
ど
で
児
童
を
預
か
り
ま
す
。

ま
た
、
児
童
に
集
団
保
育
を
体
験
さ
せ
る

た
め
、
月
１
回
程
度
、
連
携
保
育
所
を
訪

問
す
る
機
会
が
あ
り
ま
す
。

保
育
料
は
町
基
準
で
計
算

給
食
費
な
ど
の
別
途
負
担
あ
り

　

運
営
費
は
、
町
か
ら
の
委
託
料
と
利
用

者
か
ら
の
保
育
料
な
ど
で
賄
わ
れ
ま
す
。

　

保
育
料
は
、
認
可
保
育
所
の
保
育
料
の

算
定
方
法
に
準
じ
て
、
町
が
定
め
て
い
ま

す
。
利
用
世
帯
ご
と
の
前
年
度
の
所
得
税

額
や
住
民
税
の
課
税
状
況
に
応
じ
、
保
育

料
は
異
な
り
ま
す
が
、
金
額
は
認
可
保
育

所
の
保
育
料
と
比
べ
安
く
な
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
保
育
料
と
は
別
に
給
食
費
な
ど

を
負
担
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
利
用
者

は
同
保
育
者
に
保
育
料
な
ど
を
直
接
支
払

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
家
庭
的
保
育
者
と
は（※

１
）

　
保
育
士
資
格
を
持
ち
、
定
め
ら
れ
た
研

修
を
受
け
、
町
か
ら
認
定
を
受
け
た
人
で
す
。

■
家
庭
的
保
育
補
助
者
と
は（※

２
）

　

家
庭
的
保
育
者
を
補
助
す
る
人
で
、
保

育
士
資
格
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
が
、
定
め

ら
れ
た
研
修
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

町
で
は
、
昨
年
度
か
ら
家
庭
的
保
育
事
業
の
実
施
に
向
け
て
準
備
を
進
め
、
町
で
第

１
号
と
な
る
家
庭
的
保
育
室
が
８
月
１
日
に
開
室
し
ま
し
た
。

ま
た
、
今
年
度
中
に
は
さ
ら
に
１
室
が
開
室
予
定
で
、
０
歳
か
ら
２
歳
児
の
待
機
児

童
の
解
消
策
と
し
て
期
待
し
て
い
ま
す
。

■定員　　　　３人（家庭的保育補助者が雇用できれば５人）
■開室時間　　午前８時30分～午後７時
■保育時間　　午前８時30分～午後４時30分
■延長保育時間　午後７時まで
■休室日　　　土・日・祝日、12月29日～翌年１月３日
■保育料など　利用者の所得などに応じ算定。支払いは、保育マ

マに直接行います。ただし、保育料には給食費や
オムツ代などは含みません。

■給食費　　　１カ月 5,000円
■延長保育料　30分ごと300円
　　　　　　　（30分未満300円、60分未満600円）

シ
ェ
・
ヌ
ヌ
の

と
あ
る
一
日―

午前中いっぱい遊んだので、ぐっすり眠ります

家庭的な雰囲気なのでみんな本当の姉妹のよ
うに仲良しです

手作りでとってもおいしい

家庭的保育室　シェ・ヌヌ

利用者は子どもと一緒に都合のいい時間に入
室。利用者は出勤します

午前８時30分　開室・入室午前８時30分　開室・入室

夏は水遊び

午前10時　水遊び午前10時　水遊び

昼食は、保育ママの手作り給食

午前11時30分　昼食午前11時30分　昼食

利用者の勤務時間で退室時間は違います。迎
えが遅くなるときは延長保育で迎えを待ちます

午後４時30分　順次退室午後４時30分　順次退室

昼寝の後はみんなで楽しく遊びます

午後３時　おもちゃ遊び午後３時　おもちゃ遊び

絵本の読み聞かせに興味津々の子どもたち

午後０時30分　絵本読み聞かせ午後０時30分　絵本読み聞かせ

■図　菊陽町の家庭的保育事業体制

家庭的保育室

連携
連携保育所

連携支援委託

保護者 保護者保護者

菊陽町

申し込み申し込み

委　　託　　契　　約委　　託　　契　　約

部屋の遊具で元気いっぱい遊びます

シェ・ヌヌのとある１日
午前８時30分　 開室・入室
　　　　　　　 自由遊び、おもちゃ遊び
午前10時　　　 手遊び、絵本読み聞かせなど
　　　　　　　 朝のおやつ
　　　　　　　 水遊び、散歩など
午前11時30分　昼食
午後０時30分　 絵本読み聞かせ
　　　　　　　 昼寝
午後３時　　　 おやつ
　　　　　　　 おもちゃ遊び、散歩など
午後４時30分　 順次退室


